
キヤリア形成促進助成金の概要

事業主が,その従業員について1職業訓練の実施1職業能力開琴休暇の付与,
長期教育訓練休暇制度の導入,職業能力評価の実施-キヤリア.コンサルテイ

ング機会の確保を行った場合に支給する功成金.

支給機関は,独立行政法人雇用,能力開発機構.

1 助成金の種類

く1.1訓練給付金

く21職業能力開発休暇給付金

く3I長期教育訓練休暇制度導入奨励金

く41職業能力評価推進給付金

く51キャリア..コンサルテイング推進給付金

く61地域人材高度化能力閤発助成金
く71中小企業雇用創出等能力開発助成金

2 助成内容

亡基本的要件コ

0 労働組合等の意見を聴いて,事業内職業能力開発計画及びこれに基づ

く年間職業能力開琴計画を作成している事業主であって1当該計画の内
容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること.

0 職業能力開発推進者を選任していLることo

く11訓練給付金

.年間職業能力開発計画く以下 r計画J.というolに基づき,その従業員

に職業訓練を受けさせる場合の助成
0 職業訓練に要した経費の1ノ4く中小企業1ノ31

0 職業訓練期間中に支払った賃金の1ノ4く中小企業1ノ3I

X 150日分限度

昼旦盤童造塾昼旦盤童造塾
平成1 6年1 0月以降l事業主が- 対象著年未就職者を雇用して1デュアル訓練実施

計画を策定するとともに1デュアル訓練を実施した場合1当該デュアル訓練については
次のとおりo
O 訓練訓練に要した経費及び職業訓練期間中に支払った賃金の高率助成
大企業 1J4 -う 1J3 く中小企業 1ノ3 1- 1J21

elデュアル訓練実施計画策定費の助成
1事業所当たり15万円 く1事業所1回限りI
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